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 各  位 

杵築市長 永 松  悟 

（税務課市民税係扱い） 

 

市民税・県民税申告受付について 

 

平素から、税務行政推進にあたり、格別のご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、本年の市民税・県民税の申告の受付については、各庁舎及び杵築市文化体育館で実施する

予定です。※日程については、裏面をご覧ください。 

 なお、申告会場では定期的に換気を行いますので、防寒対策を行い、来場するようお願いします。 

※申告会場は大変混雑が予想されますので、可能な限り郵送での申告書の提出にご協力くださ

い。 

 

市民税・県民税申告会場に持ってくるもの 

項 目 必要な書類例 

本人確認書類 個人番号（マイナンバー）確認書類＋本人確認書類 

収入（所得）を確認できるもの 

源泉徴収票（お持ちの方のみ）、帳簿書類及び収支内訳

書（事前に作成してください。）など 

 

※農作物の収穫（収入）や、自営業による収入等を他

の所得との損益通算ができる「事業所得」として申告

する場合は、帳簿書類と収支内訳書が必要です。 

各種所得控除を確認できるもの 

各種保険料控除証明書 

医療費控除の明細書（事前に作成してください。）又は

医療費通知など 

※必要書類の詳細は、別紙「令和７年度市民税・県民税申告書の手引き」をご覧ください。 

 

お問合わせ先 

〒８７３－０００１ 

杵築市大字杵築３７７番地１ 

杵築市役所税務課市民税係 

電話 0978-62-1805(内線 123・122・121) 

 

【大田】分 

班数83区長分14未加入分30予備2計129 



 

 

 感染症予防の観点から、申告者の分散化を図るため行政区ごとに申告日を指定しております。

 なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付は令和７年２月３日(月)から令和７年３月１７日(月)

までです。 ( 土曜、日曜、祝日は除きます。)ご自分の居住する行政区が不明な場合は、市民生活課にお問

い合わせください。

 ※令和７年１月６日(月)から１月２４日(金)は、税務課窓口にて市民税・県民税の申告のみ受付を行って

  います。

 【お問合せ先】申告に関すること 税務課(☎0978-62-1805) 

 【お問合せ先】お住まいの行政区に関すること 市民生活課(☎0978-62-1806)

日程 申告会場 午前の部(9時00分～11時30分) 午後の部(13時00分～15時30分)

１月２７日(月)

１月２８日(火)

１月２９日(水)

１月３０日(木)

１月３１日(金)

２月１７日(月) 小野・岸奈・上沓掛・筌口 白木原・永松・石丸

２月１８日(火) 南俣水・東俣水・西俣水
北俣水・下沓掛・下波多方・

波多方

※２月３日から２月１４日までは山香庁舎、２月１９日から３月１７日までは杵築市文化体育館で

   申告受付を実施しています。 ( 土曜、日曜、祝日は除きます。)

令和６年分  申告受付カレンダー(大田地域)

本庁舎

２階大会議室

市民税・県民税申告のみ申告受付を行います。

所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付はできません。

大田庁舎

２階会議室

 

 

 

 

 


